
令和７年１月２６日

令和６年度 市民後見人養成講座 講義資料

弁護士 片岡 武

家族法の基礎（後見事務と相続）

０ 相続の意義 第２ 遺産分割（制度の概要）

（ 第３ 遺⾔相続財産承継の⽅法）

第4 後⾒⼈が法定相続・遺⾔に関与する場（後⾒⼈が相続に関与する場⾯）

第１ 法定相続 合における留意点

０ 相続の意義

１ 意義

相続とは、 ことである。個人の死亡を原因として財産上の地位を承継させる

相続される人のことを といい、相続する人を という。被相続人 相続人

２ 財産承継の方法

相続人が被相続人の財産を相続によって承継する方法には ある。２つ

第１は、被相続人が相続の仕方について遺言という形で意思を表示している

場合（ ）であり、遺言相続

法定相第２に、遺言がなく、民法が定めたルールに従って相続される場合（

）である。続

３ 遺言相続と法定相続の関係

現行法は、権利義務の承継に関して し、遺言がない場合に法定相遺言を優先

続になる。

４ 遺言と遺産分割協議の要否の関係

遺言がない又は遺言に効力がない場合には、 が適用さ法定相続の基本ルール

れ、未分割の遺産を相続人間でどのように分割するのかという遺産分割が問題

となる。

５ 残部未指定がある場合

特定遺贈・特定財産承継遺言の目的となった財産（物件）は、遺産分割の余

地はないが、その他に遺産が存在するときは残余遺産について遺産分割が行わ

れることになる。

→ ★ 【遺⾔と遺産分割協議との関係】
（「令和版 実践遺言作成ガイド」日本加除出版３頁引用）
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６ 後見人が相続に関与する場面

被後見人の死亡⑴

被後見人が死亡した場合、 する。しかし、任務終了に後見人の任務は終了

伴って行わなければならない事務がある。

家庭裁判所に対する死亡報告ア

終了登記の申請イ

相続人に対する管理計算ウ
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被後見人の配偶者、親族、第三者等の死亡により遺産を取得する場合⑵

ア 被後見人が被相続人の遺産を 取得する場合遺産分割により

イ 被後見人が被相続人の遺産を 取得する場合遺言により

第１ 法定相続

１ 法定相続の基本ルール

（相続の開始要件）⑴ 相続がいつ開始するのか

（相続人）⑵ 誰が相続するのか

（相続分）⑶ どれだけ相続するのか

（相続財産）⑷ 何を相続するのか

（遺産分割）⑸ 未分割の遺産を相続人間でどのように分割するのか

２ 相続の開始原因

相続は、被相続人の死亡によって開始する（民８８２条）。

３ 相続開始の要件

原則（被相続人と相続人の「同時存在の原則」）⑴

相続人は、被相続人死亡時に権利主体として存在していることを要する。

例外⑵

ア （民８８６条）胎児の出生擬制

胎児をすでに生まれたものとみなす。

代襲相続イ

相続権を失った者の相続分を承継する。

※ 相続の放棄による相続権の喪失は、代襲原因ではない（代襲不可）。

（設問）
Ａには、⼦Ｘ・Ｙがいる。Ｘには、⼦Ｋ１・Ｋ２がいる。Ａが死亡したことにより相

続が開始したが、Ｘは相続を放棄した。
Ｋ１・Ｋ２は、代襲することができるか。

再代襲ウ

代襲者に代襲原因があるときは、代襲者の子が代襲者を代襲して相続す

る（再代襲相続、民８８７条３項）。

※ 兄弟姉妹については、再代襲相続はできない。

４ 相続人の種類

血族相続人⑴

意義ア
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順位イ

① の相続人は、 である（民８８７条１項）。第１順位 子

② の相続人は、 である（民８８９条１項１号）。第２順位 直系尊属

③ の相続人は、 である（民８８９条１項２号）。第３順位 兄弟姉妹

配偶者相続人⑵

配偶者相続人は 相続人となる（民８９０条）。常に

※ 配偶者は、 でなければならない。内縁配偶者は、特別縁法律上の配偶者

故者として財産分与を受けるにとどまる（民９５８条の３）。

【相続⼈】
第2順位

⽗ ⺟

第3順位 常に相続⼈
兄弟姉妹 兄弟姉妹 被相続⼈ 配偶者

（死亡）

甥or姪 ⼦ 第1順位 ⼦
（死亡）

孫 孫

ひ孫
５ 相続資格の具体的確定

⑴ （民８９１条）相続欠格

民法所定の欠格事由に該当すれば、当然に相続資格喪失という効果が生じ

る。…遺言書の隠匿・破棄等

相続人の廃除⑵

遺留分を有する推定相続人（配偶者、子、直系尊属）に対する被相続人の
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意思に基づく相続資格剥奪制度（民８９２条）

として、 がある。廃除原因 虐待、侮辱、著しい非行の３類型

相続の放棄と承認（民９１５条）の選択⑶

民法は、相続をするか否かにつき相続人に選択の余地を認め、一定の期間

（熟慮期間）を区切り、単純承認、限定承認、相続放棄という３つの選択肢

を認めている。

単純承認ア

相続の効果を確定的に帰属させる相続人の意思表示である。

限定承認イ

相続財産の限度でのみ被相続人の債務・遺贈を弁済すべきことを留保し

て相続を承認する旨の相続人の意思表示である。

相続放棄ウ

相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示である。相続の放棄

をした者は、その相続に関しては、はじめから相続人にならなかったもの

とみなす（民９３９条）。

エ （自己のために相続の開始があったことを知った時から３か熟慮期間

の起算点月）

① 被相続人が死亡した事実

② 自己がこの者の相続人である事実

を知った時

６ 相続分の確定（法定相続分）

被相続人は、遺言で相続分を指定することができる。また、遺言で相続分の

被相続人によ指定を第三者に委託させることができる（民９０２条１項）が、

（民９００る相続分の指定がない場合には、民法の定める相続分が適用される

条）。

配偶者の相続分⑴

昭和５５年の民法改正で相続分が拡張された。昭和５６年１月１日以降に

開始された相続について適用される。

配偶者の相続分

相 続 人 昭和２２年改正 昭和５５年改正

２分の１１ 子と配偶者 ３分の１

３分の２２ 直系尊属と配偶者 ２分の１

４分の３３ 兄弟姉妹と配偶者 ３分の２
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子の相続分⑵

子が数人であれば で、かつ、 の相続分を有するのが原則である同順位 均等

（民９００条４号本文）。

婚外子の相続分⑶

兄弟姉妹⑷

半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹とがいる場合には、半血兄弟姉妹の法定相続

分は、全血兄弟姉妹の半分である（民９００条４号ただし書）。

（設問）
被相続⼈Ａには、妻Ｗがいるが、⼦はいない。両親Ｍ・Ｆも既に亡くなってい

る。Ａには兄弟Ｂ・Ｃ・Ｄがいるところ、このうちＢ・ＣはＡと両親を同じくする
が（全⾎兄弟姉妹）、ＤはＡと⺟親を異にする（半⾎兄弟姉妹）。Ａは、平成26年
６⽉15⽇に死亡した。各相続分はどうなるか。

Ｍ Ｆ 母

Ｗ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

被相続人 全血） （半血）（

【法定相続分】
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７ 法定相続分の変動

相続分の放棄⑴

意義ア

相続人は、相続開始後に、一方的意思表示により、自己の相続分（包括的

相続人とし一体としての相続財産に対する持分）を放棄することができる。

ものである。ての地位を維持したままで、自己の相続分のみを放棄する

効果イ

遺産を取得し① 相続分の放棄は、自己の相続分を放棄するものであり、

ことになる。他方、相続分の放棄により他の相続人の相続分が変動ない

する。放棄された相続分は「残された相続人の相続分率」に応じて配分さ

れる。

相続債務に② 相続分の放棄は、相続人としての地位を失うことはなく、

ついての負担義務を免れない。

（設問）
被相続⼈Ａの相続⼈は、妻Ｗと⻑男Ｂ及び⻑⼥Ｃである。

１ ⻑⼥Ｃが相続放棄をした場合
２ ⻑⼥Ｃが相続分の放棄をした場合
妻Ｗと⻑男Ｂの相続分はどのように変動するか。

相続分の譲渡⑵

相続人の一人又は数人が遺産全体に対する共同相続人の有する包括的持分

（又は法律上の地位）を譲渡することである。
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相続分の譲渡がなされた場合、譲受人は譲渡人が遺産の上に有する持分割合

をそのまま承継取得し、遺産分割を請求する権利も取得する。

８ 相続財産の包括承継

「相続による承継」の意味⑴

相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則とし

て、すべて相続人が承継するが（ 、民８９６条）、「一切の権利義包括承継

務」とは、個別の動産・不動産などの権利、債権・債務、財産法上の法律関

係ないし法的地位、例えば、申込みを受けた地位、売主として担保責任を負

う地位、善意者・悪意者の地位なども含まれる

相続財産に属さない財産・権利⑵

被相続人の財産の中には、 もある（帰属上の一相続人に承継されないもの

身専属権、民８９６条ただし書）。

ア 明文の規定があるもの

代理権（民１１１条１項）、使用貸借における借主の地位（民５９９

条）、雇用契約上の地位（民６２５条）、組合員の地位（民６７９条）。

イ 明文の規定はないが、異論のないもの

扶養請求権、財産分与請求権、生活保護法に基づく保護受給権。

相続財産に属する権利か、受取人固有の権利かが問題となるもの⑶

生命保険金請求権ア

死亡退職金イ

祖先祭具等の承継⑷

祖先祭具等の所有権は、 に帰属する（民８９７条）。祖先の祭祀の主宰者

祭祀の主宰者は、

第１に、被相続人の指定により、

第２に、慣習により、

第３に、家庭裁判所の審判により定まる。

（祭祀承継の考え方の変容）

直系の系譜的先祖の祭祀から故人を追慕する近親の個人的な祭祀承継は、

してきている。祭祀に変化

遺骨⑸

に帰属する（最三小判平成元年７月１８日家月４１巻慣習上の祭祀主宰者

１０号１２８頁）。

９ 遺産の調査

弁護士会照会制度⑴
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調査の嘱託⑵

文書提出命令⑶

資料の開示⑷

貸金庫の開扉⑸

遺産の物件ごとの調査方法⑹

→ ★ 【財産のリストアップ】

第２ 遺産分割

１ 意義

２ 遺産分割紛争の解決方法

調停⑴

未分割遺産につき当事者の合意に基づく自主的かつ円満な解決を支援する

制度

（設問）
後⾒⼈が遺産分割調停の申⽴てをするべき場合とはどのような場合か。

（参考）
後⾒⼈が法定代理⼈として申⽴てをする場合は、当事者欄の記載は、次のようになる。
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成年被後⾒⼈ ○○○○
法定代理⼈成年後⾒⼈ ○○○○と記載する。

審判⑵

調停に代わる審判⑶

「遺産分割後の紛争調整」ないし「親族間の紛争調整」⑷

（分割⽅法の確定）
指定分割 （遺⾔による分割⽅法の具体的指定）

未確定あり 確 定

協議分割（遺産分割協議による分割）

不成⽴ 成 ⽴

調停分割

不成⽴ 成 ⽴

審判分割

分割⽅法の確定
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３ 遺産分割調停事件の傾向

当事者の高齢化⑴

付随問題、前提問題による紛争拡大⑵

遺産分割紛争に内在する感情的対立⑶

４ 遺産分割手続の手順

→ ★ 【遺産分割調停の進め⽅ 段階的進⾏モデル】

５ 分割する遺産

意義⑴

相続時に存在 分割時に存在 未分割する遺産とは、① し、かつ、② する、③

の をいう。分割 積極遺産

→ ★ 【遺産の範囲のイメージ図】
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相続人の一人が被相続人の亡くなる直前に被相続人名義の預貯金を引き出⑵

した場合（使途不明金）の処理

６ 前提問題と付随問題の処理

前提問題⑴

意義ア

遺産分割手続の進行に当たり、分割方法を定める前に解決しておかなけ

ればならない問題である。

相続人の範囲についての争いイ

遺言書の効力についての争いウ

遺言の解釈についての争いエ

遺産分割協議（書）の効力についての争いオ

① 遺産分割協議が有効に成立している場合

② 審判中に遺産分割協議書が出てきた場合

③ 遺産分割協議（書）の効力に争いがある場合

遺産の帰属についての争いカ

相続人間において遺産の範囲を確定する必要がある。相続人間において
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遺産の範囲を確定できない場合は、訴訟により確定することになる。

前提問題についての基本的な対応キ

付随問題⑵

意義ア

付随問題の例イ

付随問題についての基本的な対応ウ

７ 遺産分割の対象財産性

相続の対象となる遺産がすべて遺産分割の対象となるわけではない。遺産共

有の法的性質及び遺産分割の性格や機能等にかんがみて、遺産（被相続人が死

亡時に有していた財産）のうち遺産分割の対象から除かれるものがある。例え

ば、預貯金以外の可分債権（不法行為に基づく損害賠償請求権、不当利得返還

請求権、売買代金支払請求権等）、金銭債務が除外されるのが、その例である。

他方、遺産ではないが、遺産分割の対象としてよいかどうかが問題となるも

の、例えば、代償財産、遺産から生じた果実及び収益、祭祀財産、遺骨、葬式

遺産の範囲と遺産分割の対象と費用、遺産の管理費用などがある。このように

なる財産の範囲とは一致しない。

→ ★ 【遺産分割調停・審判で扱うことができる遺産等】
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８ 評価

意義⑴

視点⑵

評価を必要とする場合⑶

原則として評価が不要な場合⑷

評価の時点⑸

不動産評価の公的基準⑹

固定資産税評価額ア

公示価格イ

相続税評価額（いわゆる路線価格）ウ

遺産評価の方法⑺

株式の評価⑻

ア 上場株式

イ 非上場株式

動産の評価⑼

９ 具体的相続分の確定（★法定相続分の修正）

具体的相続分の意義⑴

特別受益⑵

意義及び趣旨ア

相続人の中で被相続人から被相続人の生前に贈与を受け又は遺贈を受け

た者があるときに、それを考慮しないで相続分を計算すると、当該相続人

は二重の利得をすることになり不公平となるため、遺産の計算上は、被相

続人が相続開始時に有していた財産の価額にその贈与の価額を加えたもの

を相続財産とみなし（持戻し）、遺産分割をすることになる（民９０３

条）。

種類イ

遺贈①

婚姻又は養子縁組のための贈与②

学資③

その他の生計の資本としての贈与①

（設問）
「⽣計の資本としての贈与」があったというためには、どのような事実が必要か。
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みなし相続財産ウ

持戻し免除の意思表示エ

超過受益の取扱いオ

寄与分（★法定相続分の修正）⑶

意義及び趣旨ア

ある相続人が被相続人の財産の維持又は増加に通常期待される程度を超

える貢献をした場合に、同相続人の実質的公平を図るために設けられた制

度である（民９０４条の２）。

要件イ

① 寄与行為の存在

相続人自らの寄与があること

② 当該寄与行為が特別の寄与であること

③ 被相続人の遺産が維持又は増加したこと

④ 寄与行為と被相続人の遺産の維持又は増加との間に因果関係があるこ

と

類型ウ

家業従事型①

被相続人の事業に関し労務を提供（民９０４条の２第１項）する場合

金銭出資型②

被相続人の事業に関して財産上の給付をする場合又は被相続人に対し、

財産上の利益を給付する場合

療養看護型③

相続人が、病気療養中の被相続人の療養看護に従事したという場合

扶養型④

相続人が、被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため財産が維

持された場合

財産管理型⑤

被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場

合

寄与行為の時期エ

相続開始時までである。

みなし相続財産オ

相続開始時に有していた積極財産（債務を控除しないもの）の額から決

定された寄与分の価額を控除する。
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具体的相続分の主張制限（相続開始の時から１０年が経過した後）⑷

★令和３年法律第２４号による⺠法等の⼀部改正
令和３年改正は、期間経過後の遺産の分割における相続分（主張制限）、⼀

定期間経過後の調停・審判の申⽴ての取下げの制限、相続財産に属する共有物
の分割に関する制限、遺産の分割の禁⽌について新たな規律を設けた（⺠９０
４条の３）。その⼀定期間としては、「相続開始の時から１０年を経過したと
き」が基準となっている。

10 分割方法

類型⑴

方法の選択基準⑵

★ 【遺産の分割⽅法のフローチャート】
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11 事例検討

【事例】
被相続⼈Ａは、平成２５年４⽉３０⽇に死亡し、相続が開始した。その相続⼈は、⻑

⼥Ｂ（東京）と⻑男Ｃ（⼤阪）であり、法定相続分は各２分の１である。
遺産は、東京都豊島区所在の⼟地建物（Ｂは被相続⼈Ａと同居していたが、相続開始

後は１⼈で居住している。）、株式（評価額５００万円）、現⾦３００万円（Ｂ保
管）、預貯⾦（相続開始時残⾼合計２００万円）である。
Ｃは、遺産分割の協議を申し⼊れたが、Ｂがこれに応じないので、Ｂを相⼿⽅として

遺産分割の調停を申し⽴てた（⺠法９０７条２項）。
【設問】
以下の⑴ないし⑹の各事由がある場合における問題点を検討してみましょう。
⑴ 遺⾔

Ｂは、被相続⼈Ａの⾃筆証書遺⾔（「遺産は全部Ｂに相続させる」）を提出し
て、未分割の遺産はないと主張した。

⑵ 遺産の範囲（使途不明⾦）
遺産である預貯⾦は、Ｂが保管していたが、相続開始前の２か⽉のうちに合計１

０００万円が払い戻されていた。Ｃは、Ｂに対し、その使途を明らかにするよう
求めている。

⑶ 遺産の評価
不動産の評価に争いがあり、評価額の合意が得られない。

⑷ 特別受益
Ｃは、平成１９年３⽉１⽇、被相続⼈Ａから、マンションの購⼊資⾦として１０

００万円の贈与を受けていた。
⑸ 寄与分

Ｂは、平成２０年４⽉から５年間、被相続⼈Ａの介護を献⾝的に⾏ったので、こ
れを療養看護型の寄与分（3００万円）として認めてもらいたいと主張する。

⑹ 分割⽅法
Ｂは、不動産の代償取得を希望するが、Ｃは、不動産を売却してその売却代⾦を

１／２ずつ分配することを希望する。

第３ 遺言相続

１ 遺言相続の基本ルール

⑴ 誰が遺言できるのか（ ）遺言能力
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⑵ 遺言とはどのようなことを定めるものか（ ）遺言事項

⑶ 遺言にはどのような効力があるのか（ ）遺言の効力

⑷ 遺言の内容をどのように実現させるのか（ ）遺言の執行

⑸ 被相続人の財産処分の自由と相続人の保護の調和をどのように図るのか

（ ）遺留分侵害額請求

２ 遺言の意義

意義⑴

自分の死後に一定の効果が発生することを意図した個人の最終意思が一定

の方式のもとで表示されたものである。

遺言の特徴（要式行為）⑵

遺言による意思表示は、成立要件として一定の方式が要求される。

３ 遺言事項

遺言事項法定の趣旨⑴

「遺言の内容が利害関係人や社会公共の利益に影響を与えることは少なく

ない。そこで、民法は、遺言の明確性を確保するとともに、後日の紛争を予

防するため、遺言をすることができる事項を限定した。」（潮見・詳解相続

法第２版３６０頁）。

遺言事項⑵

→ ★ 【遺⾔事項と執⾏の要否】
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遺言能力４

意義⑴

20



成年後見における「事理弁識能力を欠く常況」との関係⑵

成年被後見人の遺言についての特則⑶

遺言能力の判定基準⑷

視点ア

裁判例における遺言能力の有無に関する判定方法イ

※ 東京地判平成１６年７月７日（判タ１１８５号２９１頁）

「遺言には、遺言者が遺言事項（遺言の内容）を具体的に決定し、

その法律効果を弁識するのに必要な判断能力（意思能力）すなわち遺

言能力が必要である。遺言能力の有無は、遺言の内容、遺言者の年齢、

病状を含む心身の状況及び健康状態とその推移、発病時と遺言時との

時間的関係、遺言時と死亡時との時間的間隔、遺言時とその前後の言

動及び精神状態、日頃の遺言についての意向、遺言者と受遺者との関

係、前の遺言の有無、前の遺言を変更する動機・事情の有無等遺言者

の状況を総合的に見て、遺言の時点で遺言事項（遺言の内容）を判断

する能力があったか否かによって判定すべきである。」

遺言能力の有無を判断する手掛かりの検討ウ

医学的知見①

改訂版長谷川式簡易知能評価スケール（ＨＤＳ－Ｒ）②

介護記録③

遺言作成に同席した者の証言④

親族の供述⑤

遺言能力の有無を判断する場合における留意点エ

５ 遺言の方式

類型⑴

自筆証書遺言ア

遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成す

る方式の遺言（民９６８条１項）

イ （法務局にお法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度

ける遺言書の保管等に関する法律）

公正証書遺言ウ

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書

による遺言書を作成する方式の遺言（民９６９条）

自筆証書遺言と公正証書遺言の選択⑵
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自筆証書遺言の作成⑶

方式ア

一定の方式に違反している遺言は、遺言としての効力は認められない。

共同遺言の禁止イ

民法は、同一の遺言証書で２人以上の者が遺言をするのを禁止している

（民９７５条）。

遺言の成立時期ウ

自筆証書によって遺言をするには、 を記載真実遺言が成立した日の日付

しなければならないと解される（最高裁昭和５１年（オ）第９７８号同５

２年４月１９日第三小法廷判決・裁判集民事１２０号５３１頁参照）。

「…本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した…とい

うべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかっ

たにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。」

エ （民９６８条２項）加除訂正

自筆証書遺言に加除・訂正を行うときには、遺言者が、①その場所を指

示し、②これを変更した旨を付記して、③特にこれに署名し、かつ、④変

更場所に印を押さなければ効力がない。
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検認オ

意義①

遺言書の検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の

状態を確定し、その現状を明確にする手続である（後日の紛争に備えて、

偽造・変造を防止し、遺言書の原状を保全するもの）。

公正証書遺言、遺言書保管所に保管されている自筆遺言書を除くその

他の方式により作成された遺言書が対象となる。

検認の実務上の意義②

自筆証書遺言を作成する場合のチェック項目カ

（「令和版 実践遺言作成ガイド」日本加除出版１５頁引用）
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６ 遺言の解釈

遺言は要式行為であるが、遺言は、遺言者の最終意思を確保することを目的

とするものであるから、その真意が探究されなければならない。

（設問）
⾃筆証書遺⾔に、「⾦融資産のうち、ゆうちょ銀⾏のうち５００万円をＢに与

え、残りはＣに譲る」旨の記載がある場合、遺⾔書をどのように解釈するべきか。
７ 遺言の効力

遺言は、遺言者の死亡の時から、その効力を生じる（民９８５条１項）。

８ 遺言の執行

意義⑴

遺言内容を実現するために必要な事務を行うこと

遺言執行者⑵

意義ア

遺言を執行すべき者として指定又は選任され、遺言の内容を実現するた

めに必要な一切の事務をとる者

任務イ

遺言執行者は、亡き遺言者の意思を実現するために職務を行う。

10 遺留分

意義⑴

遺留分制度とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合

の承継を一定の法定相続人に保障する制度である（民１０４２条以下）。す

なわち、遺留分とは、遺留分権利者が被相続人の財産から取得すべき最低限

の取り分を保障するものである。

趣旨⑵

民法は、遺留分制度により、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護と

いう相対立する要請の調和を図ることとした。

遺留分制度の枠組みの変更⑶

平成３０年改正民法は、遺留分制度を大きく変更し、遺留分に関する権利

行使により生ずる権利について、遺留分侵害額請求の意思表示によって、遺

留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が生じるものとし

（民１０４６条１項）、遺留分に関する権利行使につき、遺留分侵害額請求

権の行使と定義した（民１０４６条１項、１０４８条）。

24



【基本的枠組み】
１ 遺留分権の⾏使（遺留分侵害額請求の意思表⽰）によって、遺留分侵害額に相
当する⾦銭の給付を⽬的とする⾦銭債権が⽣じる。

２ 遺留分侵害額請求を受けた受遺者または受贈者が⾦銭を準備できない場合に
は、受遺者等は、裁判所に対して、⾦銭債務の全部⼜は⼀部の⽀払につき相当の
期限の許与を求めることができる。

第４ 被後見人が遺言、法定相続により遺産を取得する場合における後見人の職務

１ 被後見人が遺言により遺産を取得する場合

遺言の効力・解釈の確定⑴

後見人は、遺言書の方式、記載の内容から被後見人が遺産を取得できるか

を確認する必要がある。

遺産の取得⑵

後見人は、被後見人が遺言の内容のとおりに遺産を取得するようにしなく

てはならない。

遺言の執行⑶

遺言執行者が選任されている場合、後見人は遺言執行者に対し、遺言内容

を実現するため職務を遂行するよう働きかける必要がある。

被後見人の遺留分が侵害されている場合における対応⑷

遺言の内容が被後見人の遺留分を侵害している場合は、後見人は遺留分侵

害額請求をする必要がある。

２ 被後見人が法定相続により遺産を取得する場合

相続財産の調査⑴

後見人は、被相続人の財産状況、生活状況を調査し、遺産の内容を明らか

にすることが必要である。

相続の放棄と承認（民法９１５条）の選択⑵

後見人は、被後見人に代わって相続を承認するか、相続を放棄するかを決

める必要がある。

（設問）
共同相続⼈が、被後⾒⼈に対し、被相続⼈の相続放棄を要請してきた場合、後⾒

⼈はどうするべきか。
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遺産分割協議を申し出るタイミング⑶

共同相続人は、分割禁止の遺言、分割禁止の同意・審判がある場合を除い

て、他の相続人に対して遺産の分割を申し出ることができる。

（設問）
後⾒⼈が遺産分割調停の申⽴てをするべき場合とはどのような場合か。

被後見人が取得する遺産の内容⑷

後見人は、被後見人の財産状況、生活状況を検討し、被後見人が取得する

遺産の内容について配慮する必要がある。

法定相続分の確保⑸

後見人は、原則として、被後見人がその法定相続分に相当する遺産を取得

するようにする必要がある。

（設問）
相続⼈の⼀⼈が、遺産分割協議に当たって、後⾒⼈に対し、被後⾒⼈が被相続⼈か

ら⽣前贈与を受けていたから、その贈与分を特別受益として考慮するべきであると主
張する。後⾒⼈は、どのように対応するべきか。

被後見人の被相続人からの生活援助と特別受益⑹

親が働くことのできない知的障害者の子に対し、扶養義務に基づいて援助

する場合には、原則として特別受益にはならないと考えるべきである。

（設問）
幼少期からの知的障害者で就労の経験がなく、⽉々の⽣活費が障害年⾦等の収⼊

を上回り、資産を形成する可能性がほとんどない被後⾒⼈が、被相続⼈から⽣活援
助を受け、数千万円の預貯⾦を有している場合、被後⾒⼈の被相続⼈からの⽣活援
助を特別受益と考えるべきか否か。

金融資産の確保⑺

被後見人の今後の生活、介護費用、施設費用を考え、金融資産をある程度

確保しておくことも重要である。

居住不動産の処分についての検討⑻

被後見人の居住不動産を処分する方向での遺産分割案には慎重に判断する
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必要がある。

（設問）
後⾒⼈とその余の相続⼈間において、次のような事項について遺産分割協議が⾏われ

ている。後⾒⼈が留意するべきことは何か。
１ 被後⾒⼈が、その⽣活の本拠として現に居住している建物を単独取得するが、流動
資産はその余の相続⼈が取得する場合

２ 相続⼈が相続分に応じて共有取得した上で共同で売却し、経費を控除した売却代⾦
の残⾦を相続分に応じて配分する場合

リバースモーゲージ（リースバック）の利用⑼

紛争が長期化する場合の対応⑽

使途不明金や特別受益、寄与分の主張が錯綜し、解決が長期化する場合に

は、法定相続分に相当する額を確保するために、①金融機関との交渉（便宜

払い）、②仮分割仮処分、③一部分割を求めるなど検討するべきである。

（設問）
遺産分割調停において、相続⼈の⼀⼈が葬儀費⽤や⽴替費⽤の清算を求めるため、

協議が調わず、調停が⻑期化している。遺産には多額の預貯⾦があるものの、被後⾒
⼈の⽣活費が不⾜している。後⾒⼈は、預貯⾦についてだけでも相続分に相当する額
を取得したいと考えている。後⾒⼈は、被後⾒⼈の相続分に応じた払戻し請求をする
ことができるか。

遺産分割協議書を作成する場合の留意点⑾

被後見人が法定相続分が確保していることを示すため、遺産の評価額・被

後見人の取得額の一覧表を作成し、被後見人の取得額が基準内にあることを

説明する工夫が必要である。

以上
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